
 

 

 

民生常任委員会 審査順序 

 

● 委員並びに職員の紹介 

 

● 付託議案について 

 

議案第 92号 令和３年度八戸市一般会計補正予算 

 ○歳出 

 

議案第9 7号 八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

議案第9 8号 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第9 9号 八戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第100号 八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例等の一部を改正する条例の制定について 

議案第101号 八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第102号 八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

議案第103号 八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第104号 八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

議案第105号 八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第106号 八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

議案第107号 八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第108号 八戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第109号 八戸市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

款 項 摘       要 

第１条の歳出中   

２款 総務費 １項 総務管理費 ３目24節社会福祉基金積立金、防災対策基金積立

金、こども未来基金積立金 

３款 民生費 全部  

４款 衛生費 全部  



 

 

 

● 陳情審査 

令和３年陳情第１号 国立病院の機能強化を求める陳情 

 

 

● 陳情提出者からの趣旨説明 

令和３年陳情第５号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情 

 

 

● 陳情審査 

令和３年陳情第５号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情 

令和３年陳情第６号 選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を求める陳情 

 

● 閉会中の継続調査について 

 

● その他 

 ・ 議会ふれあいミーティングへの出席委員について 

 

 

[民生協議会] 

○ 所管事項の報告について 

 ・ 新型コロナワクチン接種に係る間違いについて 

 

○ その他 

 １ 各種審議会等の委員の推薦について 

 ２ 協議会で報告を求めたい事項の取り扱いについて 
 



 

 

民生常任委員会資料 

令和３年６月 10 日 

福祉部生活福祉課 

議案第 97 号 

「八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例制定について」 

 

１ 改正の理由 

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い、八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行

うもの。 

 

２ 改正の概要 

（１）就業環境の整備 

適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切

なハラスメント対策を求めるもの。 

① 就業環境の整備（第７条の２を追加） 

改正前 改正後 

 救護施設等は、利用者に対し適切な処遇

を行う観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより職員の就業環境が

害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

（２）感染症や非常時の対応 

感染症や災害発生時における対策強化のため、救護施設等基準について必要な見直し

を行うもの。 

① 業務継続計画の策定等（第７条の３を追加） 

改正前 改正後 

 救護施設等は、感染症や非常災害の発生

時において、利用者に対する処遇を継続

的に行い、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じなけれ



 

 

ばならない。 

２ 救護施設等は、職員に対し、業務継続

計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 救護施設等は、定期的に業務継続計画

の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

 

② 非常災害対策（第８条３項を追加） 

改正前 改正後 

 ３ 救護施設等は、前項に規定する訓練の

実施に当たって、地域住民の参加が得ら

れるよう連携に努めなければならない。 

 

③ 衛生管理等（第17条第２項を改正） 

改正前 改正後 

２ 救護施設は、当該救護施設において感

染症が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

 

２ 救護施設は、当該救護施設において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

⑴ 当該救護施設における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置その

他の情報通信機器を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員に

周知徹底を図ること。 

⑵ 当該救護施設における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

⑶ 当該救護施設において、職員に対し、

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に実

施すること。 

 

３ 施行期日 令和３年８月１日 



 

 

 

４ 経過措置 

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月31日までの間、こ

の条例による改正後の八戸市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下

「改正後の条例」という。）第７条の３の規定の適用については、同条第１項中「講じ

なければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなけれ

ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「行うものとする」と

あるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

施行日から令和６年３月31日までの間、改正後の条例第17条第２項（改正後の条例第

25条、第32条及び第38条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同

項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 98 号 

 

 

八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の理由 

  「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）」の一部改正に伴い、当市におい

ても児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うもの。 

 

２ 改正の概要 

 ・電磁的記録について（第 41 条を追加） 

児童福祉施設（助産施設、母子生活支援施設、保育所）における書面の作成等について、電 

磁的記録により行うことを可能とし、業務負担の軽減を図るもの。 

 

改正前 改正後 
 
 

 

－ 

 
児童福祉施設は、記録、作成等に関して書面

で行うことが規定されている、又は想定され

るものについては、書面に代えて電磁的記録

により行うことができる。 

 

 

３ 施行期日 

令和３年７月１日 

民 生 常 任 委 員 会 資 料 

令 和 ３ 年 ６ 月 1 0 日 

福 祉 部 こ ど も 未 来 課 

健康部こども家庭相談室 



議案第 99 号 

 

 

八戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の理由 

  「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）」の一部改正に伴い、当市に

おいても家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うもの。 

 

２ 改正の概要 

 (1)電磁的記録について（第 49条を追加） 

家庭的保育事業者等における書面の作成等について、電磁的記録により行うことを可能とし、

業務負担の軽減を図るもの。 

 

改正前 改正後 
 
 

 

－ 

 
家庭的保育事業者等は、記録、作成等に関し

て書面で行うことが規定されている、又は想

定されるものについては、書面に代えて電磁

的記録により行うことができる。 

 

 

 (2)その他（第６条１項及び第５項を改正） 

   家庭的保育事業者等の連携施設の確保に関する規定について、文言の修正等を行うもの。 

 

３ 施行期日 

 (1)電磁的記録に関する規定については、令和３年７月１日。 

 (2)その他については、公布の日。 

民生常任委員会資料 

令和３年６月 1 0 日 

福祉部こども未来課 







. 

 

 

議案第 108号 八戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

１ 改正理由 

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免に係る申請書の提出期限の特例措置を 

引き続き実施するため、所要の改正を行うものである。 

 

 

２ 改正内容 

特例措置の対象を次のとおりとする。 

 

 現 行 改正後 

対

象

保

険

税 

年  度 
令和元年度分及び 

令和２年度分 

令和２年度分及び 

令和３年度分 

納 期 限 

（特別徴収の場合は、 

年金給付の支払日） 

令和２年２月１日から 

令和３年３月 31日まで 

令和３年４月１日から 

令和４年３月31日まで 

提 出 期 限 
市長が定める日 

（令和３年３月31日） 

市長が定める日 

（令和４年３月31日） 

 

 

３．施行期日   

公布の日から施行する。 

 

民生常任委員会資料 

令和 3 年 6 月 10 日 

市民防災部 国保年金課 



議案第 109号 

 

 

八戸市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

１ 改正の理由 

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免に係る申請書の提出期限の特例措置

を引き続き実施するためのものである。 

 

 

２ 改正の内容 

  特例の対象となる保険料を次のとおり改正する。 
 

 現行 改正後 

対

象

保

険

料 

年   度 
令和元年度分及び 

令和２年度分 

令和２年度分及び 

令和３年度分 

納 期 限 

(特別徴収の場合は、

年金給付の支払日) 

令和２年２月１日から 

令和３年３月 31日まで 

令和３年４月１日から 

令和４年３月 31日まで 

  ※ 提出期限は市長が別に定める日（令和４年３月 31日）とする。 

 

 

３ 施行期日 

公布日から施行する。 

 

 

民生常任委員会資料 

令和３年６月 10 日 

市民防災部介護保険課 



○民生常任委員会付託 

番  号 令和３年陳情第１号 受理年月日 令和３年２月８日 

件  名 国立病院の機能強化を求める陳情 

提 出 者 

八戸市吹上三丁目13-1 国立病院機構八戸病院気付 

全日本国立医療労働組合八戸支部  

支部長 柾本 とし 

紹介議員 
 

 

要   旨 

陳情の理由 

戦後最悪といえるＣＯＶＩＤ－19（以下「新型コロナ」と表記）感染拡大によって、

日本の感染症対策のみならず医療体制そのものの脆弱さが浮き彫りとなりました。 

また、新型コロナ患者の受入れは、受け入れることによってその他疾病患者の受診、

入院が激減するなど病院経営を圧迫することから、民間医療機関では慎重にならざる

を得ない実態も明らかになりました。このように経営問題等を考えれば、新興感染症

の患者受入れは公的医療機関が中心に行わざるを得ないのが現状です。 

国民の命と健康を守るのは国の責務です。そのためにも全都道府県にネットワーク

を持つ、国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構病院（以下「国立病院」と

表記）の診療、研究に関わる必要な経費に国費を投入し、新興感染症対策など採算の

取れないセーフティーネット系医療において中心的役割を果たすよう機能強化する

ことが、地域医療を守り、充実させるためにも大変重要であると考えます。 

また、新型コロナ蔓延時には、人工呼吸器やＥＣＭＯ―人工心肺装置等医療機器

や取り扱うスタッフが不足し、重症患者への対応が十分にできませんでした。さらに

現場では、マスクや個人防護服などの必要物品が欠乏し、大幅な人員不足な上に、十

分な感染対策もできないまま患者対応をせざるを得ない状況にも陥りました。このよ

うに、必要な人員、医療機器、物品が欠乏し、国民の命が救えないなどという状況に

なることがないよう、国が責任を持って対策に取り組むことが必要です。 

国立病院の機能強化を図り、国が憲法第25条に規定された国民の生存権を保障する

とともに国の社会的使命を果たすよう、下記事項について決議いただき関係機関に意

見書を提出いただきますよう要望いたします。 

 

 

 

 

 



陳情項目 

１．コロナ等の感染症や大規模災害から国民の命を守るため、国立病院を機能強化 

すること。 

①国の責任において、国立病院に新興・再興感染症対策に十分に対応できる専門病 

床を設置し、人工呼吸器やＥＣＭＯ等の医療機器の整備を進めること。 

②大規模災害等の発生時においても、患者、国民に万全な医療が提供できるよう国 

立病院の機能強化を図ること。 

２．国立病院の機能強化に必要な財源は、国の責任で確保すること。 

３．国立病院の機能強化を図るために、医師、看護師をはじめ全ての職員を増員する 

こと。 
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令和３年陳情第１号 国立病院の機能強化を求める陳情 

 

 

１ 独立行政法人国立病院機構について 

 (1) 設立年月日   平成 16 年４月１日 

 (2) 根拠法     独立行政法人国立病院機構法（平成 14年法律第 191 号） 

 (3) 業務      ① 医療の提供 

            ② 医療に関する調査及び研究 

            ③ 医療に関する技術者の研修 

            ④ その他附帯する業務 

 (4) 病院数     全国 140 病院 

 (5) 病床数     53,223 床（令和元年 10月１日現在） 

 (6) 職員数     約 62,000 人 

 

２ 独立行政法人国立病院機構 八戸病院について 

  (1) 沿革 

年  月 内      容 

昭和 ９年９月 八戸市結核療養所として創設 

昭和 18 年４月 日本医療団に移管 

昭和 22 年４月 
厚生省に移管、国立八戸療養所として発足 

【結核病床 70 床】 

昭和 44 年４月 
重症心身障害児病床 40床併設 

【結核病床 170 床、一般 40 床（重症心身障害児者）計 210 床】 

昭和 46 年４月 
重症心身障害児病床 40床増床 

【結核病床 120 床、一般 130 床（リハビリ 50 床、重症心身障害児・者 80 床、計 250 床】 

昭和 55 年４月 
国立療養所八戸病院と改称 

【結核病床 100 床、一般 150 床（リハビリ 70 床、重症心身障害児・者 80 床、計 250 床】 

平成11年 10月 
結核病床 50 床廃止 

【結核病床 50 床、一般 150 床（リハビリ 70 床、重症心身障害児・者 80 床、計 200 床】 

平成 15 年３月 結核病床閉鎖 

民生常任委員会資料 

令和３年６月 10 日 

健康部保健所保健総務課 

陳情項目 

１．コロナ等の感染症や大規模災害から国民の命を守るため、国立病院を機能強化すること。 

①国の責任において、国立病院に新興・再興感染症対策に十分に対応できる専門病床を設置

し、人工呼吸器やＥＣＭＯ等の医療機器の整備を進めること。 

②大規模災害等の発生時においても、患者、国民に万全な医療が提供できるよう国立病院の

機能強化を図ること。 

２．国立病院の機能強化に必要な財源は、国の責任で確保すること。 

３．国立病院の機能強化を図るために、医師、看護師をはじめ全ての職員を増員すること。 



 2 / 3 

 

【一般 150 床（リハビリ 70 床、重症心身障害児・者 80 床）】 

平成 16 年４月 
独立行政法人国立病院機構 八戸病院として発足 

【一般 138 床（リハビリ 50 床、重症心身障害児者 88 床）】 

平成 26 年６月 
新棟完成 

【一般 150 床（リハビリ 50 床、重症心身障害児者 100 床）】 

   

(2) 同病院のはたらき（診療等） 

    ① 内科診療 

       高血圧症、慢性気管支や肺気腫などの慢性呼吸器疾患、生活習慣病などの診療。 

    ② リハビリテーション科の診療 

       痴呆や物忘れ等の高次機能障害、心臓・呼吸器・腎臓や糖尿病等に対する運動療法など。 

    ③ 重症心身障害児（者）の診療 

       乳幼児から中高年までの重症心身障害児者患者の診療。学齢期の患者のため八戸養護学

校に分教室があり、生活指導や教育の機会を提供。 

    ④ 小児科外来 

       育児や発達に関する健康相談、特に障害をお持ちの方の診療。 

    ⑤ 呼吸器外来 

       呼吸器疾患（治りにくい呼吸器疾患、気管支ぜんそくや頑固な咳・息切れ、呼吸困難や

痰の切れが悪いなど）の診療。 

    ⑥ 神経内科外来 

       神経難病等の診療。 

    ⑦ 摂食・嚥下外来 

       誤嚥が原因により起こる「誤嚥性肺炎」を起こす可能性のある方に対する専門的な摂食

嚥下の検査や治療、リハビリテーション。 

    ⑧ その他 

       神経難病、高次機能障害、高血圧症や心疾患などの循環器疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾

患などについて、国における医療の質の向上や標準化を行うための調査研究に関する治

験を独自に推進していく。 

 

３ 独立行政法人国立病院機構の運営について 

   独立行政法人国立病院機構の運営に関しては、主管大臣である厚生労働大臣が中期目標を定め、

これを踏まえて国立病院機構は中期計画（計画期間５年）及び年度計画を作成し、これらに基づき

同機構の運営は行われている。 

  (1) 中期目標の期間 

      平成 31年４月から令和６年３月までの５年間（第４期中期目標） 

  (2) 中期目標の中での国立病院機構が果たすべき役割＜診療事業＞ 

    ① 患者の目線に立った、安心・安全で良質な医療の提供 

    ② 地域の医療需要の変化に対応し、地域医療構想の実現に貢献 

    ③ 介護・福祉との連携や在宅支援の強化など地域包括ケアシステムの構築に貢献 

    ④ 国の危機管理に際して求められる医療について、病院ネットワークを活かし確実に提供 

    ⑤ セーフティネット分野の医療の確実な提供 
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  (3) 中期目標での業務の効率化に関する事項 

    ① 効率的な業務運営体制の構築 

    ② 経費の節減及び資源の有効活用 

  ※ 中期目標の内容を踏まえて、独立行政法人国立病院機構では中期計画を作成し、果たすべき役

割を実施するとともに、特に経営面では、近年の厳しい医療経営環境の中、法人全体として経営

の持続的な健全性が保たれるよう経営改善の取組みを進めている。 



















○民生常任委員会付託 

番  号 令和３年陳情第５号 受理年月日 令和３年５月７日 

件  名 安全・安心の医療・介護の実現と国民の命と健康を守るための陳情 

提 出 者 

青森市長島２丁目10-17 

青森県医療労働組合連合会 

執行委員長 秋元 春美 

紹介議員  

要   旨 

 2020年の新型コロナウイルスによるパンデミック（感染爆発）は、日本国内でも大き

な影響を広げました。経済活動や国民生活にも深刻な影響を及ぼすと共に、医療崩壊な

どが取り沙汰され、国民の命と健康が脅かされる事態が広がりました。この感染症対応

の経験から明らかになったことは、感染症病床や集中治療室の大幅な不足や、それらを

中心的に担っている公立・公的病院の重要性 、医師、看護師、介護職員の人員不足、保

健所の不足問題などです。これらの諸問題の背景には、90年代後半から続いてきた医療、

介護、福祉など社会保障費の抑制策や、公衆衛生施策の縮減があります。 

 21世紀に入り、わずか20年の間に、ＳＡＲＳ、新型インフルエンザ、ＭＥＲＳ、そし

て今回の新型コロナウイルスと、新たなウイルス感染との闘いは短い間隔で求められ、

今後も新たなウイルス感染への対応が必要になることは明らかです。 

 新型コロナウイルス感染対策の教訓を経て、国民の命と健康、暮らしを守るためにも、

そして新たなウイルス感染や自然災害などの事態の際に経済活動への影響を最小限に抑

え込むためにも、医療、介護、福祉、そして公衆衛生施策の拡充は喫緊の課題です。 

 私たちは、国民が安心して暮らせる社会実現のために、以下の項目について国に対す

る意見書の提出を求めて陳情します。 

 

１．今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、  

 介護、福祉に十分な財源確保を行うこと。 

２．公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の 

 充実を図ること。 

３．安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師、看護師、医療技術職、介 

 護職等を大幅に増員すること。 

４．保健所の増設、保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、 

 検査・検疫体制などを強化・拡充すること。 

５．社会保障に関わる国民負担軽減を図ること。 

 

 



 

 

令和３年陳情第５号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情 

 

 

  ＜陳情項目１、３、４の関連＞ 

 資料１－１ 令和３年度 厚生労働省予算案（一般会計） 社会保障関係費の内訳のイメージ 

         【令和２年度予算額と令和３年度予算案との社会保障関係費の比較】 

資料１―２ 令和３年度 厚生労働省予算案における重点事項（ポイント） 

       １ ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築 

 

 ＜陳情項目５の関連＞ 

資料２   国民負担率（対国民所得比）の推移 

 

＜陳情項目２の関連＞ 

 資料３－１ 地域医療構想の実現に向けたこれまでの取組 

 資料３－２ 地域医療構想の実現に向けたさらなる取組（具体的対応方針の再検証） 

 資料３－３ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた今後の地域医療構想の進め方について 

 

 

＜陳情項目３、４の関連＞ 

資料４－１ 医師数、歯科医師数、薬剤師数の年次推移 

 資料４－２ 就業保健師数・助産師数・看護師数・准看護師数の年次推移 

 資料４－３ 介護職員数の推移 

 

＜陳情項目４の関連＞ 

資料５ 保健所数の推移 

民生常任委員会資料 

令和３年６月 10 日 

健康部保健所保健総務課 

陳情項目 

１．今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、福

祉に十分な財源確保を行うこと。 

２．公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を

図ること。 

３．安全安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術職・介護職等を大

幅に増員すること。 

４．保健所の増設・保健師等の増員など、公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、検

査・検疫体制などを強化・拡充すること。 

５．社会保障に関わる国民負担軽減を図ること。 

























○民生常任委員会付託 

番  号 令和３年陳情第６号 受理年月日 令和３年５月25日 

件  名 選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を求める陳情 

提 出 者 

八戸市鳥屋部町１-２ 板橋ビル３階 

新日本婦人の会八戸支部 

支部長 一山 恭 

紹介議員  

要   旨 

 別姓を望む人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、ますま

す切実です。現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実

婚、通称使用などによる不利益、不都合を強いられています。夫婦同姓を強制している

国は日本以外にはなく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反します。女性のみに

適用される再婚禁止期間の廃止も、緊急の課題です。 

 国連女性差別撤廃委員会をはじめとする国連や国際機関も日本政府に対し、民法の差

別的規定の廃止を繰り返し勧告しています。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓の導

入などを含む民法改正の要綱を答申していますが、25年間たなざらしのままです。 

 2015年12月、最高裁判所は、夫婦同姓の強制は合憲という不当な判断を示し、制度の

在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと強調しました。すでに５年以上が

経過し、地方議会からも早期改正の意見書が次々あがっており、一日も早い国会の対応

が求められます。 

 以上の趣旨に沿って、下記について、国に対する意見書を採択してください。 

 

 

・選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を行うこと 

 



民生常任委員会資料 

令和 3 年 6 月 10 日 

市民防災部市民課 

 

選択的夫婦別姓制度の導入など一日も早い民法改正を求める陳情について 

 

 

１ 選択的夫婦別姓制度とは 

選択的夫婦別姓制度とは、結婚する際に夫婦同姓か夫婦別姓かを自由に選べ、夫婦

が希望すれば結婚前の姓をそれぞれ名乗ることを認める制度である。民法等の法律

では「姓」や「名字」のことを「氏」と呼んでいることから、法務省では、選択的夫

婦別氏制度と呼んでいる。 

民法 750 条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称す

る」と規定しており、現在の制度では、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方

が必ず氏を改めなければならない。 

 

２ これまでの経過等 

(1) 平成 8 年 2 月、法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む「民法の一部を改正

する法律案要綱」を答申し、法務省では平成 8年及び平成 22 年にそれぞれ改正法案

を準備したが、いずれも国会に提出するには至らなかった。 

(2)平成 27年 12 月、最高裁判所が民法の夫婦同姓規定を「合憲」と判断する一方で、選

択的夫婦別姓制度は国会で論ぜられ判断されるべき事柄と指摘した。 

(3)令和 2 年 12 月に閣議決定された第 5 次男女共同参画基本計画でも、夫婦の氏に関す

る具体的な制度のあり方に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進めることとされてい

る。 

 

３ 「家族の法制に関する世論調査」（平成 29 年に内閣府が実施）の結果 

・「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字（姓）を名乗るべきであり、現在の法律を改

める必要はない」・・・ ２９．３％ 

・「夫婦が婚姻前の名字（姓）を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ

婚姻前の名字（姓）を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」 

・・・ ４２．５％ 

・「夫婦が婚姻前の名字（姓）を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字（姓）

を名乗るべきだが、婚姻によって名字（姓）を改めた人が婚姻前の名字（姓）を通称

としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」 

・・・ ２４．４％ 

 

 



令和３年６月15日 

 

   八戸市議会議長 森 園 秀 一 様 

 

 

                      民生常任委員長  岡 田   英 

 

 

閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書 

 

 本委員会は、次の件について閉会中もなお継続調査するものと決定したので、会議 

規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

○ 民生常任委員会（調査事項） 

件        名 期   間 理   由 

１ 防災、交通安全対策及び消費者保護等に

関すること 

２ 社会福祉に関すること 

３ 住民記録、保健衛生及び社会保障等に関

すること 

４ 病院事業運営等に関すること 

５ 消防・救急に関すること 

６ その他民生常任委員会の所管に属する事

項に関すること 

委 員 任 期 中 調 査 の た め 

 

  



 

 

 

新型コロナワクチン接種に係る間違いについて 

 

１ 経緯 

  令和３年６月４日、市内医療機関において新型コロナワクチンを接種する際、使

用済みの空のワクチンの瓶に生理食塩水を注入し、結果として生理食塩水のみを

注射器に充填して６名に接種したもの。  

 

２ 健康被害の状況 

  当該医療機関が被接種者に経緯を説明し健康状態を確認したが、現在まで健康

被害は報告されていない。  

 

３ 間違いに至った原因と再発防止策の指導等 

令和３年６月７日、当該医療機関に保健所職員が出向き、聞き取り調査を行った

ところ、次の点が間違いに至った原因として挙げられた。  

（１）薬液充填の担当看護師を決めていなかった。  

（２）看護師間の引継ぎ及び作業手順の確認が不十分であった。  

  （３）１つのトレイに２バイアル分のワクチンやシリンジなどを準備した。  

 

また、同日、当該医療機関に対し、再発防止に係る指導及び助言を実施した。  

 

４ 今後の対応 

  令和３年６月４日に当該医療機関で接種を受けたのは 12 人であることを確認し

たが、どの方が、どの注射器で接種したかは特定できないことから、今後、接種を

受けた方 12 人全員に対して抗体検査を行い、結果が陰性となった方については、

改めて１回目の接種を行う。  

 

民 生 協 議 会 資 料  

令和３年６月 1 0 日  

保 健 予 防 課  



 

 

青森労災病院地域医療連絡協議会委員の推薦について 

 

                                                           

 

名 称 任 期 
新委員の氏名 

（役職名） 

旧委員の氏名 

（役職名） 
根拠法令等 担当課 

青森労災病院地域医療連絡協議会 

（市の附属機関には該当しない） 

承諾の日 

から 

令和５年３月31日 

 

松橋  知 

（民生・委員長） 

○青森労災病院地域医療連絡協議会設置

要項（抜粋） 

 

４ 委 員 

委員は次のとおりとする。 

２）院外委員 

    八戸市市議会（市議会議員） 

青森労災病院 



常任委員会の所管事項について 

 

 

１ 総務常任委員会 

⑴ 総合政策部（他の常任委員会の所管に関する事項を除く。）、まちづくり文

化スポーツ部、総務部、財政部、議会、選挙管理委員会、監査委員及び出納

室の所管に関する事項 

⑵ 教育委員会の所管に関する事項 

⑶ 他の常任委員会の所管に属しない事項 

 

２ 経済常任委員会 

⑴ 商工労働観光部及び農林水産部の所管に関する事項 

⑵ 交通部の所管に関する事項 

⑶ 農業委員会の所管に関する事項 

 

３ 民生常任委員会 

⑴ 福祉部、健康部及び市民防災部の所管に関する事項 

⑵ 市民病院の所管に関する事項 

⑶ 消防に関する事項 

 

４ 建設常任委員会 

・ 環境部、建設部及び都市整備部の所管に関する事項 
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